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市
内
学
童
ク
ラ
ブ
臨
時
職
員
を
募
集
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勤
務
日
時
月
曜
〜
金
曜
日
の
週
５
日
正
午

〜
午
後
６
時
ま
た
は
午
後
０
時
30
分
〜
６

時
30
分
※
学
校
休
業
日
な
ど
は
午
前
８
時

30
分
〜
午
後
５
時
15
分
。
施
設
状
況
な
ど

に
よ
り
午
前
８
時
か
ら
ま
た
は
午
後
６
時

30
分
ま
で
の
勤
務
あ
り

勤
務
内
容
学
童
ク
ラ
ブ
児
童
の
育
成
・
指

導対
象
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方
①

小
・
中
学
校
・
幼
稚
園
教
諭
免
許
ま
た
は

保
育
士
資
格
有
資
格
者
②
免
許
な
ど
は
な

い
が
、
そ
れ
に
相
当
す
る
子
育
て
経
験
な

ど
を
有
す
る

時
給
①
１
千
260
円
②
１
千
190
円

そ
の
他
交
通
費
支
給（
市
の
基
準
に
基
づ

く
）、
有
給
休
暇
あ
り
、
社
会
保
険
加
入

申
込
〒
191-

８
６
８
６
日
野
市
役
所
２
階

子
育
て
課
へ
履
歴
書
、
免
許
保
持
者
は
教

員
免
許
な
ど
の
写
し
を
郵
送
ま
た
は
持
参

問
子
育
て
課（
☎
514
・
８
６
３
６
）

平
成
30
年
度
学
童
ク
ラ
ブ
嘱
託
指
導
員

募
集�

１
０
０
５
４
０
６

ID

　

詳
細
は
応
募
要
領（
市
役
所
２
階
子
育

て
課
お
よ
び
市
HP
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

）可
）

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
な
お
、
合
格
者
は
、

採
用
候
補
者
名
簿
に
登
載
し
、
嘱
託
指
導

員
に
欠
員
が
生
じ
た
場
合
に
採
用
に
な
り

ま
す
。

勤
務
日
時
月
曜
〜
土
曜
日
の
う
ち
週
５
日

午
前
10
時
〜
午
後
６
時
ま
た
は
午
前
10
時

30
分
〜
午
後
６
時
30
分
※
土
曜
日
は
午
前

８
時
30
分
〜
午
後
５
時
45
分
。
学
校
休
業

日
は
午
前
８
時
か
ら
ま
た
は
午
後
７
時
ま

で
の
勤
務
あ
り
。
週
休
日
は
変
則
に
な
り

ま
す

勤
務
場
所
市
内
学
童
ク
ラ
ブ

勤
務
内
容
学
童
ク
ラ
ブ
に
お
け
る
児
童
の

育
成
・
指
導

対
象
次
の
①
②
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方

①
小
・
中
学
校
・
幼
稚
園
教
諭
免
許
ま
た

は
、
保
育
士
資
格
を
お
持
ち
の
方
②
免
許

な
ど
は
無
い
が
、
そ
れ
に
相
当
す
る
子
育

て
経
験
な
ど
を
有
す
る
方

募
集
定
員
若
干
人

試
験
作
文
お
よ
び
面
接

報
酬
市
が
定
め
る
嘱
託
員
報
酬
単
価
表

に
基
づ
き
支
給（
21
万
３
千
900
円
か
ら
）

そ
の
他
交
通
費
支
給（
市
の
基
準
に
基
づ

く
）、
有
給
休
暇
な
ど
あ
り
、
社
会
保
険

加
入

申
込
２
月
1
日
㈮
〜
15
日
㈮
午
前
8
時
30

分
〜
午
後
５
時
15
分
に
〒
191-

８
６
８
６

日
野
市
役
所
子
育
て
課
へ
申
込
書
と
作
文

を
持
参
ま
た
は
郵
送

問
子
育
て
課（
☎
514
・
８
６
３
６
）

　　くらし
・手続き
HP

安
全
・
安
心

交
通
災
害
共
済｢

ち
ょ
こ
っ
と
共
済｣

に

加
入
を�

１
０
０
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ID

　

交
通
災
害
共
済「
ち
ょ
こ
っ
と
共
済
」

は
、
東
京
都
39
市
町
村
の
住
民
が
会
費
を

出
し
合
い
、
交
通
事
故
に
あ
っ
た
時
、
見

舞
金
を
受
け
ら
れ
る
助
け
合
い
の
制
度
で

す
。
手
続
き
は
簡
単
で
、
２
コ
ー
ス（
年

額
１
千
円
と
年
額
500
円
）か
ら
選
べ
ま

す
。
詳
細
は
全
戸
に
配
布
さ
れ
る
パ
ン
フ

レ
ッ
ト
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

共
済
期
間
４
月
１
日
か
ら
１
年
間

対
象
日
野
市
に
住
民
登
録
を
し
て
い
る
方

そ
の
他
次
の
方
は
公
費
で
一
括
加
入（
Ｂ

コ
ー
ス
）し
ま
す
の
で
申
込
不
要
で
す
①

身
体
障
害
者
手
帳（
１
〜
６
級
）の
方
②
愛

の
手
帳（
１
〜
４
度
）の
方
③
精
神
障
害
者

保
健
福
祉
手
帳（
１
〜
３
級
）の
方
④
児
童

扶
養
手
当
ま
た
は
育
成
手
当
の
受
給
を
受

け
て
い
る
親
と
子（
義
務
教
育
修
了
の
子

を
除
く
）

申
込
２
月
１
日
㈮
か
ら
市
役
所
１
階
三
菱

Ｕ
Ｆ
Ｊ
銀
行
派
出
所
窓
口
、
七
生
支
所
、

市
内
各
金
融
機
関（
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
・
郵

便
局
を
除
く
）で
受
け
付
け

問
防
災
安
全
課（
☎
514
・
８
９
６
３
）

年
金
支
給
日
に
防
災
行
政
無
線
で
特
殊

詐
欺
被
害
防
止
を
呼
び
か
け
ま
す
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振
り
込
め
詐
欺
な
ど
の
特
殊
詐
欺
被
害

を
防
止
す
る
た
め
、
２
カ
月
に
一
度
の
年

金
支
給
日
に
、被
害
の
発
生
状
況
に
よ
り
、

防
災
行
政
無
線
に
よ
る
注
意
喚
起
放
送
を

実
施
し
ま
す
。
昨
年
、
市
内
で
は
前
年
を

は
る
か
に
上
回
る
特
殊
詐
欺
被
害
が
発
生

し
ま
し
た
。
年
金
支
給
日
は
、
特
に
被
害

が
集
中
す
る
傾
向
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
詐

欺
被
害
に
遭
わ
な
い
よ
う
呼
び
か
け
ま

す
。皆
さ
ま
の
ご
理
解
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
日
野
警
察
署（
☎
586
・
０
１
１
０
）、
市

防
災
安
全
課（
☎
514
・
８
９
６
３
）

　　くらし
・手続き
HP

住
宅

都
営
住
宅
入
居
者
募
集
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詳
細
は「
募
集
の
ご
案
内
」を
ご
覧
く
だ

さ
い
。

募
集
案
内
配
布
２
月
４
日
㈪
〜
13
日
㈬（
日

曜
日
、
祝
日
を
除
く
）に
市
役
所
１
階
市

民
相
談
窓
口
、
七
生
支
所
、
豊
田
駅
連
絡

所
で
配
布
ま
た
は
東
京
都
住
宅
供
給
公
社

HP
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

）可

申
込
２
月
18
日
㈪（
必
着
）ま
で
に
申
込

用
紙
を
郵
送

問
東
京
都
住
宅
供
給
公
社
都
営
住
宅
募

集
セ
ン
タ
ー
都
営
募
集
課（
２
月
４
日
〜

18
日
☎
０
５
７
０
・
010
・
810
、
前
記
以
外

☎
03
・
３
４
９
８・８
８
９
４
※
土
曜
・
日

曜
日
、
祝
日
を
除
く
）

市
営
住
宅
駐
車
場
使
用
者
募
集
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市
営
住
宅
内
の
空
き
駐
車
場
を
入
居
者

以
外
の
方
も
使
用
で
き
ま
す
。

場
所
第
一
東
光
寺
団
地
内（
栄
町
３
丁
目
）、

下
田
団
地
内（
石
田
２
丁
目
）

対
象
当
該
駐
車
場
か
ら
２
㌔
以
内
に
住
ん

で
い
る
ま
た
は
業
を
営
ん
で
い
る
方

費
用
月
額
８
千
円

問
財
産
管
理
課（
☎
514
・
８
１
５
６
）

　　くらし
・手続き
HP

保
険
・
年
金

国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
は
口
座
振
替

の
ご
利
用
を�
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ID

　
国
民
年
金
保
険
料
は
、
ま
と
め
て
前
払

い
す
る
と
割
引
に
な
り
ま
す
。

▼
口
座
振
替
で
の
納
付

　
６
カ
月
・
１
年
・
２
年
前
納
を
す
る
と

現
金
納
付
よ
り
割
引
に
な
り
ま
す
。ま
た
、

毎
月
納
付
を「
翌
月
末
引
き
落
と
し
」か
ら

「
当
月
末
引
き
落
と
し
」に
変
更
す
る
と
、

月
50
円
割
引
に
な
り
ま
す
。

　
な
お
、
平
成
31
年
度
の
保
険
料
か
ら
６

カ
月（
４
〜
９
月
分
）・
１
年
・
２
年
前
納

を
ご
希
望
の
方
は
、
２
月
ま
で
に
年
金
事

務
所
な
ど
で
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
で
の
納
付

　
毎
月
払
い
・
６
カ
月
・
１
年
・
２
年
前

納
が
あ
り
ま
す
。
カ
ー
ド
会
社
へ
の
支
払

回
数
は
１
回
払
い
の
み
で
す
。
６
カ
月
・

１
年
・
２
年
前
納
の
割
引
額
は
、
現
金
で

納
付
す
る
場
合
と
同
様
で
す
。
毎
月
払
い

に
は
割
引
は
あ
り
ま
せ
ん
。
平
成
31
年
度

の
保
険
料
か
ら
６
カ
月（
４
〜
９
月
分
）・

１
年
・
２
年
前
納
を
ご
希
望
の
方
は
、
２

月
ま
で
に
年
金
事
務
所
な
ど
で
手
続
き
を

し
て
く
だ
さ
い
。

▼
４
月
か
ら
国
民
年
金
保
険
料
の
産
前
産

後
期
間
の
免
除
制
度
が
始
ま
り
ま
す

　
詳
細
に
つ
い
て
は
ご
相
談
を
。

　

い
ず
れ
も
問
立
川
年
金
事
務
所（
☎

042
・
523
・
０
３
５
２
）、
市
保
険
年
金
課
年

金
係（
☎
514
・
８
２
８
９
）

国
民
健
康
保
険
に
ご
加
入
の
方
へ
〜
₇0

歳
以
上
の
方
の
高
額
療
養
費
の
申
請
方

法
が
変
わ
り
ま
す
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ひ
と
月
に
支
払
っ
た
医
療
費
が
高
額
に

な
り
決
め
ら
れ
た
上
限
額
を
超
え
た
場

合
、
上
限
額
を
超
え
た
分
を
払
い
戻
す
高

額
療
養
費
制
度
が
あ
り
ま
す
。

　
こ
れ
ま
で
の
手
続
き
は
、
市
が
送
付
す

る
高
額
療
養
費
支
給
申
請
書
を
そ
の
都
度

提
出
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
国
民
健

康
保
険
制
度
改
革
に
伴
う
規
制
緩
和
で
、

申
請
手
続
き
の
簡
素
化
が
認
め
ら
れ
ま
し

た
。

　
２
月
か
ら
、70
歳
以
上
の
世
帯
の
方
は
、

一
度
申
請
い
た
だ
く
と
そ
れ
以
降
の
高
額

療
養
費
は
自
動
で
世
帯
主
の
口
座
に
振
り

込
ま
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　
申
請
簡
素
化
の
対
象
世
帯
は
、
70
歳
以

上
の
方
の
み
の
世
帯
と
な
り
ま
す
。

　
な
お
、
70
歳
未
満
の
方
が
い
る
世
帯
や

国
民
健
康
保
険
税
の
滞
納
が
あ
る
世
帯
は

対
象
外
で
す
。

問
保
険
年
金
課
給
付
係（
☎
514
・
８
２
７

６
）

日野市消費生活センター（☎581-３556※土曜・日曜
日、祝日を除く9:３0～12:00、1３:00～16：00）
消費者ホットライン（☎1

イ ヤ ヤ

88）

�▼事例�
　5年ぐらい前から、
通信販売で干し柿や
メープルシロップな
どを購入していたと
ころ、商品と一緒に

「農産物等加工品のオーナーになると、半年ごとに利子を
受け取れる」というパンフレットが同封されてきた。満期
になると業者が商品を買い取り、高額な利子がもらえると
いうのでオーナー契約をした。
　何回かは契約通りに利息が振り込まれたので信用して契
約を追加したが、昨年、業者から利息の振り込みが遅れる
という書面が来て、約束の期日になっても振り込みがなか
った。その後、業者と連絡がつかないが払った金は返金さ
れるのか。

�▼アドバイス�
　「オーナー制度」とは、業者が消費者と「買戻特約付き売
買契約」を締結し、満期日を迎えると業者が買い戻すこと
により買戻代金が消費者に支払われるという取引です。今
回の契約は「半年で満期」を迎え「契約した金額の10％」を加
算した買戻代金が設定されていました。
● 「元本保証」「高額な利子」など他の取引と比較して有

利な条件での取引は相当のリスクがあります。また、
投資には必ずリスクが伴います。

● 事業の実態が確認できない場合や契約内容が理解でき
ない場合は契約しないようにしましょう。今回の場合、
業者は倒産し、業者の破産管財人から破産手続開始通
知書が届きました。支払った金の返金はほぼ困難とい
う結果になりました。

　取引に関して不審な点があった場合は、早めにセンタ
ーに相談しましょう。

干し柿やメープルシロップ
などのオーナー制度トラブルに

ご注意ください！

消費生活センターから
1010863ID

契約トラブルは

9 8広報　　　　第1440号 平成31年2月1日市役所　　　 585 ー 1111
かんたん検索!��市公式 HP に各記事の見出し横のID番号を入力

soudan@city.hino.lg.jp代表☎

市
政
の
お
知
ら
せ


